
住宅団地再生道路運送利便増進事業（道路運送法関係）
概要

○コミュニティバス、乗合タクシー等を導入するためには、事業開始や路線の変更等について国土交通大臣の許認可等を受け
る必要がある。

○住宅団地内において、住宅団地再生道路運送利便増進事業（計画区域内で地域公共交通事業の経営者が、利用者の利便
の増進を図るためにコミュニティバス路線の新設、ルート変更等を実施する事業）を実施する場合に、必要となる手続をワンス
トップ化することにより、手続の迅速化、事務負担軽減を図る。

特例の内容

＜事例＞住宅団地における乗合タクシーの導入

コミュニティバス等を導入する場合に、道路運送法に基づ
き実施すべき手続を、住宅団地再生道路運送利便増進
事業の実施計画の大臣認定をもって、一括して処理でき
る。

事業の実施

特例適用の流れ

地域住宅団地再生事業計画に、住宅団地再生道路運送利便
増進事業を記載

上記事業の実施区域、内容、予定期間、資金計画等を記載
した住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成し、国
土交通大臣の認定を申請

国土交通大臣の認定
本認定をもって、道路
運送法に基づく許認
可を受け、又は届出を
したこととみなす

＜特例の具体的な内容＞

○広島市内の団地（美鈴が丘地区）は、広範囲で坂道が多く、交
通弱者等の生活交通の確保が課題となっていたため、団地内
を巡回する乗合タクシーを導入した。

〇民間タクシー会社がジャンボタクシーを使用して、隔日各7便で
運行、運賃は200円。



住宅団地再生自家用有償旅客運送
概要

○ 住宅団地においては、路線バスの撤退等により、高齢者等の住民の移動手段の確保が課題となっており、交通事業者の参入
が見込めない交通空白地では、市町村やNPO法人等による移動手段の確保が求められる。

○ 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、道路運送法第79条に基づき国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 

○ 地域住宅団地再生事業計画の作成プロセスにおいて、自家用有償旅客運送に係る登録手続をワンストップで一体的に行い、
運送の実施までの手続の円滑化・合理化を図ることとする。

特例の内容

住宅団地再生自家用有償旅客運送の実施

地域住宅団地再生
事業計画の作成

本事業計画の公表

・地域再生協議会において協議
・住宅団地再生自家用有償旅客運送の実施主体※が地域

再生推進法人である場合は、実施主体の同意を得る （東京都町田市）鶴川団地

地域再生計画の認定を受けた市町村が地
域再生協議会における協議を経て作成

実施内容等について、国土交通大臣の同意を得る
※国土交通大臣は、実施内容等が道路運送法第79条の４第１項

の規定により登録を拒否しなければならない場合に該当しな
いかどうか確認

（愛知県春日井市）高蔵寺ニュータウン

事業計画の公表をもって、実施主体は道路運送法に基づく登録等を受け
たものとみなす。

特例の内容

＜事業計画記載事項＞
・地域再生推進法人が実施主体の場合は実施主体の名称、住所、代表者の氏名
・路線又は運送の区域、事務所の名称及び位置、自家用自動車の数等
・旅客の範囲 等

地域公共交通会議等において、関係者間で協議が調っていることが必要
※地域再生協議会の構成員に地域公共交通会議等の構成員を含んでいる場合には、当

該協議会を地域公共交通会議等としても扱うことが可能

※実施主体は、認定市町村又は地域再生推進法人（営利を目
的としない法人に限る。）とする。

町田市提供

新



住宅団地再生貨物運送共同化事業（貨物自動車運送事業法等関係）
概要

○複数の宅配便業者等が共同集配を実施するためには、各事業者が、事業場の設置、運行系統の変更等について国土交通大臣
の許認可等を受ける必要がある。

○住宅団地内において、住宅団地再生貨物運送共同化事業（計画区域内で二以上の経営者が貨物運送の共同化を行う事業）を
実施する場合に、必要となる手続をワンストップ化することにより、手続の迅速化、事務負担軽減を図る。

特例の内容

＜事例＞多摩ニュータウンにおける共同輸送

貨物運送の共同化を実施する場合に、各事業者が貨物自
動車運送事業法又は貨物利用運送事業法に基づき実施す
べき手続を、住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施計
画の大臣認定をもって、一括して処理できる。

事業の実施

特例適用の流れ

地域住宅団地再生事業計画に、住宅団地再生貨物運送共同
化事業を記載

上記事業の実施区域、内容、実施予定期間、資金計画等を
記載した住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を作成し、
国土交通大臣の認定を申請

国土交通大臣の認定
本認定をもって、貨物自
動車運送事業法・貨物
利用運送事業法に基づ
く許認可等を受け、又は
届出をしたこととみなす

＜特例の具体的な内容＞

○多摩ニュータウンにおいて、団地内の物流拠点に各社の荷物
を集約し、一社が各世帯へまとめて届ける宅配便の一括配送
を行っている（平成28年4月～）。

○これにより、配送効率の向上による人手不足の解消、受け取り
手の利便向上、団地内を走行するトラックの減少による安全な
住環境に寄与。

物流拠点

一括配送

集約

団地内に物流拠点を設置
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